
第４０号議案                             

第

四

十

号

議

案 

  

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

  

平

成

二

十

六

年

二

月

十

七

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 



第４０号議案 

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

十

二

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

表

四

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

別

表

四

（

第

六

条

の

四

関

係

） 

㈠ 

          

㈡ 

  

小

岩

公

園 

甲

和

亭 

行

船

公

園 

源

心

庵 

 

 
 
 
 

利

用

時

間

帯 

 

名

称 

和

室

（

楓

） 

和

室

（

桂

） 

洋

室

（

雪

の

間

） 

和

室

（

月

の

間

） 

和

室

（

風

の

間

） 

和

室

（

鳥

の

間

） 

和

室

（

花

の

間

） 

六

二

〇

円 

七

七

〇

円 

一

、

二

三

〇

円 

一

、

二

三

〇

円 
六

二

〇

円 
九

三

〇

円 
一

、

五

四

〇

円 

午

前

九

時

〜

正 

午 

午

前

の

部 

六

二

〇

円 
七

七

〇

円 
一

、

五

四

〇

円 

一

、

五

四

〇

円 

九

三

〇

円 

一

、

二

三

〇

円 

一

、

八

五

〇

円 

午

後

一

時

〜

午 

後

四

時 

午

後

の

部 

六

二

〇

円 

七

七

〇

円 

一

、

八

五

〇

円 

一

、

八

五

〇

円 

一

、

二

三

〇

円 

一

、

五

四

〇

円 

二

、

一

六

〇

円 

午

後

六

時

〜

午 

後

九

時 

夜

間

の

部 

一

、

八

五

〇

円 

二

、

三

一

〇

円 

四

、

六

三

〇

円 

四

、

六

三

〇

円 

二

、

七

八

〇

円 

三

、

七

〇

〇

円 

五

、

五

五

〇

円 

午

前

九

時

〜

午 

後

九

時 全

日 

 

名

称

 

利

用

者

の

区

分 

単

位 

使

用

料 
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備

考 

利

用

者

が

入

場

料

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

料

金

を

徴

収

す

る

場

合

は

、

規

定

使

用

料 

の

五

割

相

当

額

を

増

徴

す

る

。 

㈢ 

     

備

考 

小

型

・

普

通

車

の

利

用

に

限

り

、

十

二

時

間

ま

で

の

使

用

料

の

上

限

を

一

、

〇

〇

〇 

円

と

す

る

。 

㈣ 

 

    

駐

車

場 

種

別 
一

時

間 

単

位 

大

型

車 
小

型

・

普

通

車 

使

用

料 

最

初

の

一

時

間 
 
 
 
 

六

〇

〇

円 

以

後 
 
 
 
 
 
 
 
 

三

〇

〇

円 

最

初

の

一

時

間 
 
 
 
 

二

〇

〇

円 

以

後 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

〇

〇

円 

 

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

公

園

富

士

公

園 

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場 

新

左

近

川

親

水

公

園

デ

イ

キ

ャ

ン

プ

場 

小

松

川

千

本

桜

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

場 

名

称 
一

区

画 
単

位 一

回 

二

、

〇

六

〇

円

使

用

料 

 

総

合

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

公

園

な

ぎ

さ

公 

園

野

球

場

及

び

な

ぎ

さ

公

園

運

動

場 

中

学

生

以

下 

一

般 

高

校

生

以

上 

 

一

面 

一

時

間 

無

料 

一

、

五

四

〇

円 

 



第４０号議案 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 
１ 
こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

別

表

四

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

利

用

す

る

者

か

ら

適

用

し

、

同

日

前

に

利

用

す

る

者

及

び

同

日

前

に

既

に

利

用

の

承

認

を

受

け

て

い

る

者

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

   

（

説

明

） 

消

費

税

法

（

昭

和

六

十

三

年

法

律

第

百

八

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

使

用

料

の

額

を

改

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


